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１．職員の任免及び職員数に関する状況

　（１）職員の採用状況

　　令和５年度職員採用の状況

技術職 土木

医師

医療技術者

看護師

治験コーディネーター

保健師

合計

※1　割愛・選考試験採用の内容

　（１）事務職　　教育委員会事務局への割愛採用（三重県教育委員会から）等

　（２）技術職【医師】　 選考試験による研修医

10

2

33

割愛・選考試験
採用人数　※1

21

21

4

12

21

9522

2

9

73

2

9

労務職

幼稚園教諭・保育士職

合計

事務職

10

12

1

4

弁護士 1 1

1

令和５年度　松阪市人事行政の運営状況の公表

12

2

競争試験
採用人数

※令和5年4月1日付採用者

〔用語の解説〕
採 用：松阪市職員でない方を松阪市職員の職に就かせること。

競争試験：受験者相互の競争により職務遂行能力を試験により判定するもの。
選考試験：選考の基準に適合しているか、否かにより職務遂行能力を判定するもの。

割 愛：市長等の任命権者の要請に応じて国や他の地方公共団体等の職員を市の職員として
採用すること。

合併後、松阪市では相当数の職員削減を実施し、定員管理の適正化に努めてきました。この実
績を踏まえて、令和２年度に松阪市定員適正化方針を見直しました。同方針に基づき、正規職員
は持続可能な行政経営の実現を念頭に置き、より慎重に管理していくこととしています。
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　（２）競争試験の状況

（障がい者対象含む）

※同一年度内において、2回採用試験を実施した職種については、1回目を【前期】、2回目を【後期】と記載

　（３）退職職員の状況

　令和４年度の退職者の状況（再任用職員の退職除く）

事務職

土木

建築

電気

機械

医師

医療技術者

看護師

准看護師

治験コーディネーター

保健師

保育士職

幼稚園教諭

幼稚園教諭・保育士

労務職

弁護士

1

34

82

合　計

4

1 2 3

事務職【後期】 若干名 183 6

技術職(建築） 1名程度 1 1

212

言語聴覚士職 1名 2

定年退職

4

116

1

1

4

10

1

事務職（社会人経験者）【ＳＥ】  1名程度 9 1

　　　　　　　　　　 退職区分
　職　種

46

幼稚園教諭・
保育士職

令和5年度採用　職員採用試験受験状況

職　　種　　等

35

9名程度

R5募集数

免職自己都合退職※

 2名程度

※　割愛、任期満了による退職者を含む

77

1

1

18

1

技
術
職 9

6

266

合　　計

事務職【前期】※

技術職(土木）

7名程度

8合　　計 31

1

1

3

1

最終合格者数

勧奨退職

6

応募者数

9

606

64

12

14

2

36

1

保健師職 3名程度 12 4

事務職（社会福祉士） 1名程度 10 1

事務職（社会人経験者）【ＵＩＪ】 若干名

労務職  2名程度 16 2

26 2

事務職（社会人経験者）【社会福祉士】  1名程度 5 2

2 6 8

4 4

職員の採用は、人事交流や医師の採用などを除き、競争試験により採用者を決定しています。
令和5年度採用者にかかる競争試験（任期付職員・市民病院採用除く）の応募等の状況は下記

のとおりとなっています。

〔用語及び上記表の解説〕
退 職：公務員が失職・免職の場合を除いて離職することをいう。
定年退職：職員が一定の年齢に達したことにより、その職員の意志如何にかかわらず、任命権者の

何らの処分を要せずに職員の身分（職）を失わせることをいう。
勧奨退職：任命権者により、職員の任意の退職を勧めるもので、これに応じて、職員自らの意志で辞

職する退職をいう。
免 職：分限免職や懲戒免職のように、職員を行政処分によってその意に反して退職させることを

いう。
退職区分：退職理由により分類されるもの。

【定年】

地方公務員法第28条の2の規定により、組織の活性化や職員の新陳代謝の促進のため定年を定

めています。この定年による年齢や退職日については、松阪市職員の定年等に関する条例（平成17

年条例第40号）に定めており、職員の定年の年齢は60歳（ただし、医療業務に従事する医師・歯科

医師は65歳）で、退職日は定年に達した日以後における最初の3月31日となっています。

令和４年度の退職者の状況は下記のとおりとなっています。
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合　　計

67

0

0

2

1

35

2

6

113

※各年4月1日現在

対前年比

令和4年 令和5年 増減数

　議　会 8 8 0

　総務企画 218 216 △ 2

一般 　税　務 76 76 0

行政 　民　生 374 372 △ 2

部門 　衛　生 163 154 △ 9

　労　働 5 3 △ 2

　農林水産 44 44 0

　商　工 44 43 △ 1

　土　木 106 106 0

　小　　計 1,038 1,022 △ 16

特別 　教　育　 190 197 7

行政 　消　防 2 2 0

部門 　小　計 192 199 7

　病　院 491 488 △ 3

公営 　水　道 33 34 1

企業等 　下水道 38 37 △ 1

部門 　その他 65 65 0

　小　計 627 624 △ 3

10 10 0

合　　計 1,867 1,855 △ 12

※二役、特別職、教育長、再任用職員（短時間勤務）を除きます。

　（４）再任用職員の状況

短時間勤務職員常時勤務職員

保健師職 1

保育士職 6

教　育　職

①令和5年度　再任用職員の採用状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和5年4月1日現在

　　　　      　区　分
 　職　種

67

4

医　療　職

一般行政職

医療技術職

業務見直しによる減

業務強化による増

欠員不補充による減

職員数

2

31

欠員不補充による減

業務見直しによる減

6

松阪地区広域衛生組合

業務強化による増

業務見直しによる減

業務見直しによる減

区分

合　　　　計

業務見直しによる減

看護師職 2

技能労務職

　（５）職員数の状況

部門 主な増減理由

107

定員管理調査による部門別の職員数の推移については下記のとおりです。

【再任用制度】

◎制度の目的
急激な高齢化が進む中で、高齢者の知識と経験を社会に活用していくことを目的として、年金

受給年齢の引き上げに合わせて、定年退職後の再任用制度が導入されています。

◎市の現状
松阪市では、再任用制度を利用しており、令和5年4月1日現在の内訳は次の通りです。
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幼
稚
園

、
小
･
中
学
校

そ
 
 
 
の
 
 
 

他

3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0.3%

3 2 0 1 14 12 0 0 0 0 32 1.7%

20 4 0 6 49 25 3 1 3 0 111 6.0%

21 6 4 11 28 26 5 1 4 0 106 5.7%

28 7 8 9 15 13 2 2 0 0 84 4.6%

25 4 3 11 15 11 0 5 3 0 77 4.2%

34 8 5 12 19 9 4 1 6 0 98 5.3%

34 2 2 5 9 15 2 9 4 0 82 4.4%

57 7 3 9 10 15 3 5 6 0 115 6.2%

47 2 2 8 15 8 5 3 7 4 101 5.5%

32 1 2 8 12 12 3 0 0 4 74 4.0%

45 3 2 8 12 9 4 7 7 4 101 5.5%

48 7 2 3 15 9 3 8 5 2 102 5.5%

41 3 2 6 19 3 4 7 6 4 95 5.2%

57 1 4 4 13 6 5 12 5 3 110 6.0%

54 5 4 1 23 4 13 22 2 1 129 7.0%

52 4 1 5 19 11 2 11 0 1 106 5.7%

46 3 2 2 14 6 5 16 0 2 96 5.2%

48 5 3 3 4 2 3 18 0 1 87 4.7%

31 1 1 2 10 0 1 22 0 0 68 3.7%

26 0 0 1 9 1 1 16 1 0 55 3.0%

1 0 2 0 2 0 0 4 0 0 9 0.5%

753 75 52 115 326 197 71 170 59 26 1,844 100.0%

令和5年4月1日現在

　（６）職種別･年齢別職員数

２０歳未満

２０～２１歳

２２～２３歳

　
一
　
般
　
行
　
政
　
職

 
薬
剤
師
･
医
療
技
術
職

　
医
師
･
歯
科
医
師
職

　
税
　
　
　
務
　
　
　
職

※二役、特別職、教育長、特定任期付職員、再任用職員（短時間勤務）を除きます。

２４～２５歳

２６～２７歳

２８～２９歳

３０～３１歳

６０歳以上

合　　計

４８～４９歳

５０～５１歳

５２～５３歳

３８～３９歳

３２～３３歳

３４～３５歳

３６～３７歳

 
技
 

能
 

労
 

務
 

職

 
企
 
 
 
業
 
 
 
職

 
福
 
 
 

祉
 
 
 

職

 
看
護
 
･
 

保
健
職

構
 

成
 

比

５６～５７歳

５８～５９歳

５４～５５歳

４０～４１歳

４２～４３歳

４４～４５歳

４６～４７歳

教育職
 
 
 

合
 
 
 

計
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２．職員の人事評価の状況

　人事評価の構成 「業績評価」と「能力・態度評価」

　人事評価の対象者

特別職及び医療職を除く職員。但し、以下の示す者を除く。
①派遣中の職員等
②評価期間が実質３か月未満の職員
③任命権者が特に認める職員

　評価者
原則として課長級以上の管理職が１次評価者となり、１次評価者の上司が２次評
価者となる。

　評価対象期間 毎年４月１日から翌年の３月３１日まで

　評価方法
評価対象期間における職務行動等を、評価項目ごとに、５段階の評価尺度により
絶対評価を行う。

　評価手順

組織目標の設定…組織の使命を明確にし、組織の重点課題の共有を図ること
　　　　　　　　を目的とし、課長を中心として組織目標を設定する。
個人目標の設定…組織目標との連動を確認しながら、個人目標を設定する。
期首面談の実施…被評価者が自ら作成した個人目標をもとに、被評価者と１
　　　　　　　　次評価者とが面談を行い、１年間の目標を設定する。
自己の振り返り…１２月１日現在で、翌年３月３１日までの見込みで目標
　　　　　　　　及び行動の振り返りを行う。
１次評価の実施…自己の振り返りを参考に、１次評価を行う。
期末面談の実施…自己の振り返りと１次評価をもとに、被評価者と１次評価
　　　　　　　　者とが面接を行い、職務行動の振り返り或いは評価者から
　　　　　　　　の指導・助言を行う。
２次評価の実施…自己の振り返りと１次評価をもとに、２次評価を行う。

　評価項目
業績、育成・能力開発、折衝・コミュニケーション、企画・改善、市民志向、チーム
ワーク、責任、規律、倫理

人材育成を主眼とする松阪市の人事評価制度は、単に職員を評価する制度とするのではなく、「組織
の総合力を高めるコミュニケーション・ツール」として運用しています。

人事評価の概要は、次のとおりです。
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３．職員の給与の状況

（１）人件費の状況（令和4年度普通会計決算額）

（2）職員給与費の状況（令和5年度一般会計当初予算）

※人件費には、一般職員の給与のほか、市長・副市長・市議会議員等の
   特別職に属する職員の給料・報酬や、会計年度任用職員の給料・報酬も
   含まれます。

※会計年度任用職員の給与を除いています。

人件費

120億196万

7千円

(16.1％)

投資的経費

62億9,566

万6千円

(8.5％)

扶助費

164億9,109

万8千円

(22.2％)公債費

47億8,046

万3千円

（6.4％)

その他

348億304万

8千円

（46.8％）

歳出総額

743億7,224万2千円
(％は構成比)

給料

48億3,966万6

千円(64.3％)

職員手当

(退職手当を除

く)

7億9,072万円

(10.5％)

期末勤勉手当

18億9,537万4

千円(25.2％)

給与費総額

75億2,576万円
職員数1,339人
1人当たり給与費

562万円
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（３）給与及び各種手当の種類

令和5年4月1日現在

項目 手当の説明

給料 勤務の対価として支給される金銭給付を受ける中でもっとも中心的なもの

扶養手当 扶養親族のある職員に生計費の一助として支給

地域手当
地域における物価等を考慮し、国基準で各級地の支給割合に応じて支給（松
阪市内の勤務地は医師等を除き非支給）

住居手当 居住するための住宅を賃借し、家賃を支払っている職員に対し支給

通勤手当
通勤のため、交通機関などを利用して運賃を負担、自動車などを使用して通勤
する職員に支給（徒歩は含まない）

単身赴任手当
異動に伴い転居し、やむを得ない事情により配偶者と別居し、単身で生活する
職員に支給

特殊勤務手当

著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で特別
の考慮を必要とするが、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認
められるものに従事する職員にその勤務の特殊性に応じて支給

時間外勤務手当 正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた職員に対し支給

宿日直手当 宿日直勤務を命じられた職員が勤務した場合に支給

管理職員特別勤務手当

管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間
条例第３条第１項、第４条及び第５条の規定に基づく週休日又は祝日法による
休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合に支給（2時間以上の勤務
に限る）平成27年4月から、平日深夜0時から5時においても支給

夜間勤務手当 正規の勤務時間として深夜に勤務した職員に支給

休日勤務手当 休日などにおける正規の勤務時間中に勤務した職員に支給

管理職手当
管理又は監督の地位にある職員のうち規則で指定するものについて、その職
務の特殊性に基づき支給

期末手当 6月1日、12月1日に在職する職員等に支給（いわゆる賞与の一部）

勤勉手当
6月1日、12月１日に在職する職員等の勤務成績に応じて支給（いわゆる賞与
の一部）

退職手当
職員が退職し、または死亡したとき、それまでの勤続に対する報償と退職後の
生計の保障として支給

教職調整額 義務教育諸学校等の教員の職務と勤務態様の特殊性に基づき支給

　（４）給料表の種類及び表級別職員数

【給与】
職員にその勤務の対価として支払われる金銭給付をいい、その給付の根拠法令として地方自

治法等で規定されています。

市では条例に基づき、以下の給与（給料+各種手当）を支給しています。

【給料】
職員に支給される給与は、給料と各種手当から構成されています。このうち給料は、主に一般職に

属し給料表の適用を受ける職員に支給されるもので、給与月額に占める割合が最も高くなっていま
す。

給料の決定は、法令で定められていますが、具体的には、 ①給料表の決定 ②職務の級の決定
③給料月額の決定 により決定されています。
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男性 女性

01 職員 48 110 158

02 職員 79 94 173

03 職員 86 83 169

04 係長級 225 140 365

05 主幹・補佐級 93 71 164

06 課長級 78 35 113

07 次長級 31 5 36

08 部長級 18 1 19
計 658 539 1,197

01 労務員 2 5 7

02 労務員 10 14 24

03 労務員 7 7 14

04 労務員 43 18 61

05 係長級 38 23 61
計 100 67 167

01 医員 14 2 16

02 医員 8 3 11

03 科長・部長級 19 3 22

04 副院長・部長級 2 0 2

05 院長 1 0 1
計 44 8 52

01 技師等 1 3 4

02 薬剤師・技師等 16 17 33

03 薬剤師・技師等 21 24 45

04 係長級 8 6 14

05 副薬剤部長・副技師長 1 2 3

06 薬剤部長・技師長 4 1 5
計 51 53 104

01 准看護師 0 0 0

02 准看護師・看護師 14 121 135

03 看護師・助産師 5 91 96

04 主任看護師 5 20 25

05 看護師長 1 15 16

06 看護部長・副看護部長 4 4
計 25 251 276

01 教諭 0 4 4

02 教諭 0 7 7

03 教諭 0 11 11

04 係長級 0 16 16

05 園長 1 2 3

06 園長 0 0 0
計 1 40 41

　特定任期付職員 - 1 0 1
計 1 0 1

　任期付職員 03 職員 0 1 1
計 0 1 1

　再任用行政職（二） 03 労務員 0 4 4
計 0 4 4

02 准看護師・看護師 0 1 1

03 看護師・助産師 0 1 1
計 0 2 2

合　　計 880 965 1,845

　　※二役、特別職、教育長、再任用職員（短時間勤務）を除きます。

　　※R5.4.1現在の状況です。

　教　育　職

　行　政　職　（二）

　医　療　職　（一）

　医　療　職　（二）

　医　療　職　（三）

　再任用医療職（三）

性　　別
総 計

　行　政　職　（一）

表 級 職級
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最高

最低

市

県

※…高校卒の経験年数１０年、２０年、２５年は該当なしのため、近似の階層で算出しています。

（９）特別職の報酬等の状況

市長

報酬月額
期末手当

（4年度支給割合）

令和5年4月1日現在

手当の種類（手当数）

市民病院業務手当

清掃業務従事手当

4

993,000円

     6月期　1.65月分
   12月期　1.65月分
　   　計　　3.30月分

242,883円

20年

給料月額
期末手当

（4年度支給割合）
区分

多くの職員に支給されている手当

148,642円

（７）経験年数別平均給料月額の状況（一般行政職）

高校卒 215,450円 310,300円 340,121円

10年

272,709円

市 県

30年

※給料は諸手当を含まない主となる俸給をいい、給与は給料に諸手当を含めたものをいいます。

区分

363,053円 388,114円

経験年数 10年

大学卒

30年

397,415円

338,350円 48.7歳321,389円

330,856円 421,525円 43.8歳 ― ― ―

平均年齢

（６）平均給料月額等の状況

区分
平均給料月額平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

幼稚園教諭・保育士職
大学卒

短大卒 172,600円

191,700円

短大3卒

労　務　員
中学卒

中学卒

216,600円

156,800円

204,900円

（５）初任給の状況

区　　　分 学　　歴

一般行政職

大学卒

医　　　師 大学卒

薬　剤　師

25年

377,753円

20年 25年

254,050円

316,243円358,733円

30.8%

358,980円

短大卒

高校卒

400,896円

388,088円

一般行政職（一般事務、土木技術など）

309,034円42.4歳

大学卒

看　護　師

教育長 667,000円

副市長

346,124円

支給額の多い手当

職員全体に占める手当支給職員の割合

（８）特殊勤務手当の状況（令和4年度）

代表的な
手当の名称

支給対象職員一人当たり平均支給年額

区分

令和5年4月1日現在

770,000円

副議長 498,000円

議員 440,000円

議長

初任給
基準額

558,000円

     6月期　2.175月分
   12月期　2.175月分
　   　  計　　4.35月分

185,200円

167,100円

154,600円

338,400円

216,600円

令和5年4月1日現在

令和5年4月1日現在

395,297円

技能労務職（用務員、給食調理員など）

平均給与月額
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　（１０）特殊勤務手当の概要

種類 区分 手当額 備考

清掃業務従事手
当

清掃事業課、清
掃施設課業務に
従事したとき

日額 900円

日額 700円

日額 600円

野犬等の捕獲犬
猫等の死体処理

日額 600円

防疫のため器具
を用いて消毒の
業務に従事した
とき

日額 1,000円

新型コロナウイ
ルス感染症から
市民等の生命及
び健康を保護す
るために緊急に
行われた措置に
係る業務（市長
が定めるものに
限る。）に従事し
たとき

日額 3,000円 新型コロナウイル
ス感染症の患者
若しくはその疑い
のある者の身体に
接触し、又はこれ
らの者に長時間に
わたり接して行う
業務その他市長
がこれに準ずると
認める業務に従事
した場合は
4,000円

週休日等
　 5,000
円

２時間以上の勤務
（６時間超のとき
7,500円）

平日深夜
（０時から５
時まで）
　 2,500
円

１時間以上の勤務

令和5年4月1日現在

勤務内容

収集、処理業務等に従事する
労務職員

職員

職員

保健衛生業務従
事手当

職員

年始の繁忙期（年
始の業務開始日
から３日間。ただ
し、業務が行われ
ない日は除く。）に
収集、処理業務等
に従事する労務職
員は、当該期間に
限り左記の金額に
日額4,000円を
加算する。ただし、
当該期間のうち、
勤務しなかった日
又は遅刻、早退し
た日においては、
加算しない。

係長職の労務職員

主任職の労務職員

教員特殊業務手当臨時又は緊急の
必要その他の公
務の運営の必要
により週休日等
に勤務したとき

管理職を除く幼稚園教諭 日額
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退職手当(特別職を除く退職手当支給者のみ)

自己都合 定年・勧奨

47.709月分 47.709月分

19.6695月分 24.586875月分

28.0395月分 33.27075月分

39.7575月分 47.709月分

5,216,986円 21,524,740円

期末手当 勤勉手当

1.20月分 0.95月分

1.20月分 1.05月分

2.40月分 2.00月分

R4年度
支給総額

職員1人当たり支給年額

6月期

R3年度

4億9,558万円

27万0千円

計

職制上の段階、職
務の級等による加
算措置

有

16,532,570円

（１１）退職手当、期末・勤勉手当、時間外手当の支給状況  (対象期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日)

定年前早期退職特例措置
(２％～20％加算)

無退職時の特別昇給

その他加算措置

1人当たり
平均支給額

勤続35年

勤続25年

勤続20年

最高限度額

12月期

4億8,798万円

26万9千円職員1人当たり支給年額

支給総額

（１３）時間外勤務手当の状況

（１２）期末・勤勉手当の状況(令和4年度)
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令和5年4月1日現在

（１）主な勤務時間（1日の勤務する時間）及び休憩時間　　令和5年4月1日現在

勤務時間

※勤務箇所により、上記の勤務時間と異なる職場があります。　<例>市民病院、飯南眼科クリニックなど

（２）週休日など

※勤務箇所により、上記と異なる職場があります。<例>市民病院、飯南眼科クリニックなど

午前8時30分～午後5時15分
(7時間45分)

正午～午後1時00分
（1時間）

４．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

休憩時間

休日
　国民の祝日に関する法律で定める休日、
１２月２９日から翌年の１月３日までの日※

種類 内容

週休日 　土曜日・日曜日　※

地方公務員の勤務時間は、地方公務員法第24条第5項の規定により、条例で定めることになって
います。市では「松阪市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成17年条例第45号）」でこれを定
めています。

正規職員の勤務時間は、「休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間当たり38時間45分」
とし、週休日（勤務時間を割り振らない日＝勤務を要しない日）を土・日曜日としています。

ただし、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、週休
日及び勤務時間を別に定めています。

◆1日あたりの勤務時間 7時間45分 ◆1週間あたりの勤務時間 38時間45分
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　年次有給休暇
正規の勤務時間中に給与の支給を受けて勤務しない
ことを、特別の事由なしに認められる期間

1年につき20
日
(繰越20日ま
で）

有 別記参照

　病気休暇
負傷又は疾病のため、医師の診断書等に基づき療養
のため勤務しないことがやむを得ないと認められると
き

最大90日ま
で

有 別記参照

職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場
合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められ
るとき

必要と認めら
れる期間

無 0日

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、
裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭す
る場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認め
られるとき

必要と認めら
れる期間

有 1日

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血管細胞
移植のための末梢血管細胞の提供希望者としてその
登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は
配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移
植のための骨髄若しくは末梢血管細胞移植のための
末梢血管細胞を提供する場合で、当該申出又は提供
に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがや
むを得ないと認められるとき

必要と認めら
れる期間

無 0日

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献
する活動（専ら親族に対する支援となる活動を除く。）
を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認
められるとき

1年につき5日
まで

無 0日

職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚
に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないこ
とが相当であると認められるとき

連続する7日
間まで
（週休日含む）

有 別記参照

女性職員で生理日の勤務が著しく困難である場合 申出した期間 有 別記参照

妊娠中の女性職員が、通勤に利用する交通機関の混
雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程
度に及ぶものであると認められるとき

最大1日につ
き1時間まで

無 0時間

妊娠中の女性職員が母子保健法（昭和40年法律第
141号）第10条に規定する保健指導又は同法第13条
に規定する健康診査を受ける場合

必要と認めら
れる期間

有 別記参照

８週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）以内に
出産する予定である女性職員が申し出た場合

最大8週間ま
で
（多胎妊娠の
場合14週）

有 別記参照

女性職員が出産した場合 産後8週間 有 別記参照

生後１年に達しない子を育てる職員が、その子の保育
のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回（1回に
つき30分以
内）

無 0時間

職員の妻（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の
事情にある者を含む。）が出産する場合で、職員が妻
の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のた
め勤務しないことが相当であると認められるとき

最大2日間ま
で

有 別記参照

骨髄提供の
ための休暇

取得状況
の有無

公民権の行
使

証人等とし
ての官公署
等への出頭

産後休暇

妻の出産

特
　
　
　
別
　
　
　
休
　
　
　
暇

産前休暇

妊婦の通勤
緩和

育児時間

妊産婦検診

取得対象期間：令和4年1月1日～令和4年12月31日

※介護休暇・育児休業のみ令和4年4月1日～令和5年3月

31日
　（３）休暇等の導入状況

説　　　　　　明 付与日数

エフ休暇
(生理休暇)

ボランティア
休暇

結婚休暇

取得状況
  　　　　　　項　目
 
　種　類
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職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日
の８週間（多胎妊娠の場合にあっては14週間）前の日
から当該出産の日後８週間を経過するまでの期間に
ある場合において、当該出産に係る子又は小学校就
学の始期に達するまでの子（妻の子を含む。）を養育
する職員が、これらの子の養育のため勤務しないこと
が相当であると認められる場合

5日以内 有 別記参照

小学校第4学年の始期に達するまでの子（配偶者の
子を含む。）を養育する職員が、その子の看護（負傷
し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをい
う。）のため、又は予防接種や健康診断を受けさせる
ため勤務しないことが相当であると認められるとき

1年につき5日
まで（対象の
子が2人以上
の場合にあっ
ては10日）

有 別記参照

負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生
活を営むのに支障がある者の介護その他の世話を行
う職員が、その世話を行うために勤務しないことが相
当であると認められるとき

1年につき5日
まで（要介護
者が2人以上
の場合にあっ
ては10日）

有 別記参照

職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪そ
の他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等の
ため勤務しないことが相当であると認められるとき

最大10日間ま
で
（親族関係に
応じて付与）

有 別記参照

職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は
家庭生活の充実のため勤務しないことが相当である
と認められるとき

原則連続する
5日
(令和４年：6
～10月期付
与）

有 －

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律（平成10年法律第114号）により交通がしゃ断
され、又は隔離された場合

必要と認めら
れる期間

無 0日

地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居
が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の
復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認
められるとき

必要と認めら
れる期間

無 0日

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故
等により出勤することが著しく困難であると認められ
る場合

必要と認めら
れる期間

有 2,559日

地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退
勤途上における身体の危険を回避するため勤務しな
いことがやむを得ないと認められるとき

必要と認めら
れる期間

有 27日

職員が父母の追悼のための特別な行事（父母の死亡
後15年以内に限る。）のため勤務しないことが相当と
認められるとき

1日 有 1日

介護休暇

職員が配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同
様の事情にあるものを含む。）、父母、子、配偶者の父
母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢によ
り規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支
障があるものの介護をするため、勤務しないことが相
当であると認められる場合

2週間以上6ヶ
月以内

有 別記参照

育児休業 職員が3歳に達するまでの子を養育する場合
養育する子の
3歳到達日ま
で

有 別記参照

組合休暇

職員団体の登録に関する条例（平成17年松阪市条例
第49号）第2条の規定により登録された職員団体の
規約に定める機関で、その構成員として当該機関の
業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入
する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務
で当該職員団体の業務と認められるものに従事する
場合

1年につき30
日まで

無 0日

子の看護の
ための休暇

  　　　　　　項　目
 
　種　類

説　　　　　　明 付与日数
取得状況
の有無

取得状況

災害等によ
る通勤困難

災害等によ
る通勤時危
険回避

父母の祭事
（法要）

特
　
　
　
別
　
　
　
休
　
　
　
暇

育児参加休
暇

忌引

夏季休暇

感染症予防
法による交
通の遮断・
隔離
災害等によ
る職員の住
居の災害復
旧

短期介護休
暇
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【年次有給休暇の取得状況】

対象職員数(A) 総付与日数（B) 総取得日数（C)
平均取得日数

（C) /(A)
消化率（％）

（C)/（B)×100

1,215人 47,353日 13,615日 11.2 28.75%

【病気休暇等の状況】

　
休暇の種類 取得職員数 総使用日数/時間

病気休暇 56人 1,698日

結婚休暇 19人 83日

生理休暇 9人 33日

妊産婦検診 2人 2日

産前休暇 12人 493日

産後休暇 10人 486日

妻の出産 14人 27日

育児参加 14人 54日

子の看護 86人 296日

短期介護 25人 100日

忌引 148人 314日

（３）-②　介護休暇の取得状況 （期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日）

　介護休暇の取得状況（延べ人数）

1

１月以下 １月超え ２月超え ３月超え ４月超え ５月超え

2月以下 ３月以下 ４月以下 ５月以下

0 0 0 0 0 1

（３）－③育児休業等の取得状況 （期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日）

　　　育児休業承認期間(令和3年度中に新たに育児休業を取得した職員について）

取得人数 1年以下 1年超え 2年超え 2年6月超え

2年以下 2年6月以下

男性職員 20 9 9 0 0 0

女性職員 28 28 2 1 3 22

計 48 37 11 1 3 22

介　護　休　暇　承　認　期　間

育　児　休　業　承　認　期　間

介護休暇取得者数

（３）-①　休暇等の取得状況

令和3年度中に
新たに育児休業
が取得可能と
なった職員数

令和4年1月1日～令和4年12月31日までの休暇の種類別による取得状況は下記のとおりとなって
います。

（年次有給休暇の取得状況は、対象期間の中途での採用者及び退職者、対象期間中に育児休業
（育児短時間勤務含む）・休職・派遣の期間のある者並びに病院勤務職員（事務職含む）等を除

人数等
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５．職員の分限及び懲戒処分の状況

６．職員の服務の状況

　（１）職員の守るべき義務

　①上司の職務上の命令に従う義務

　②職務上知り得た秘密を守る義務

　③職務に専念する義務

　④争議行為の禁止

0 0 98 0

期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日

（１）懲戒処分者数

98

訓告等合　計

0

処分の種類
合　計

61

降任 免職 休職 降給

2 1 0

処分の種類

戒告 減給 停職 免職

（２）分限処分者数（延べ人数）

3

地方公務員法第30条では「全ての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、
且つ職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定されていま
す。

そのため、職員に対しては、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、職務上知り得た秘密
を守る義務、職務に専念する義務、争議行為及び信用失墜行為の禁止、政治的行為及び営利企
業等の従事の制限等、民間企業の勤労者とは異なり、服務上の様々な制約が課せられています。

職員は、地方公務員法第35条で職務に専念する義務を有していますが、条例及び規則で研修
を受ける場合や厚生に関する計画の実施に参加する場合などは、その義務が免除されます。

本市の主なものとして「人間ドックの受診」「研修への参加」があります。

職員は、職務上知り得た秘密については、公的・私的を問わず、在職中はもちろん退職後もこれ
を漏らしてはなりません。また、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密事項を発表する
場合は、任命権者の許可を受けなければなりません。

憲法第99条に「公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う」旨規定されており、上司の発する
職務命令は法令の内容を具体的に実施するために発せられるものであるから、法令に従う義務を
負う公務員は必然的に上司の命令に従わなければなりません。

職員は同盟罷業（ストライキ）、怠業（サボタージュ）その他の争議行為又は地方公共団体の機関
の活動能力を低下させる怠業的行為を行うことを禁止されております。また、何人もこのような違
法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、あおったりしてはならないとしています。
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　⑤信用失墜行為の禁止

　⑥政治的行為の制限

　⑦営利企業等の従事制限

７．職員の退職管理の状況

８．職員の研修の状況

自治大学校 3人

国際文化アカデミー 1人

人数等

市町村アカデミー

専門研修 33人

23人

三重短期大学

三重県市町総合事務組合

区分

5職場

県、民間、その他

－

派遣研修 3人

1人

市集合研修

自己啓発
研修

小　　計

特別研修 639人

職場研修専門講師利用 10職場

小　　計 243人

（令和4年度実施）

672人

小　　計 1,344人

階層別研修

212人

内容

イブニングセミナー

e-ラーニング

映像データ 87人

YouTube 408人

民間、その他 11人

小　　計 506人

職員の能力開発及び公務能率の向上を目的として、各種研修に取り組んでいます。

職員の政治的中立性を確保し、かつ、保障することによって、地方公共団体の行政の公正な運
営を確保するとともに、職員が政治的行為を行わなかったことによって不利益な取扱いを受けな
いことをも保障するものです。

職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しなければならず、全体の奉仕者たるに
ふさわしくない非行により、公務に対する住民の信頼を裏切らないよう信用を保たねばなりませ
ん。

職員は、地方公務員法第38条において、職務の公正の確保、職員の品位の維持等の目的から
営利企業等の役員等に就任すること、営利を目的とする私企業を営むこと及び報酬を得て事業に
従事することを制限しています。ただし、一定の基準を満たし、任命権者の許可を受けた場合には
従事することができます。

本市職員が許可を求める主なものとして「消防団員」「自治会役員」「土地改良区役員」がありま
す。

平成28年4月1日の改正地方公務員法等の施行により、営利企業等に再就職した元職員に
対し、離職前の職務に関して、現職職員への働きかけが禁止されるなど、退職管理の適正化が図
られることとなり、松阪市においても規則を制定し退職管理の適正化の確保に努めています。
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９．職員の福祉及び利益の保護の状況

　（１）定期健康診断

　

　（２）公務災害の状況

注：内1件は通勤災害

　（3）互助会への補助金の状況

松阪市職員共済組合 会員数 (令和5年3月31日現在）

松阪市民病院共済組合会員数 (令和5年3月31日現在）

　（4）その他福利厚生事業の状況

委託事業

福利厚生事業

委託料の決算額

事業の内容

職員に対して行なう各種福利厚生事業
（勤労者サービスセンターへの加入）

8,039千円

補助対象事業

福利厚生事業

補助金の決算額

事業の内容

職員の元気回復慰安事業等福利厚生全般の事業に対する
助成

700千円

20件（注）

（令和4年度）

検査内容

胸部エックス線検査

心電図検査

眼底検査（注）

肝機能検査

貧血検査

便潜血検査（注）、尿検査

血糖検査

1,421人

364人

注：会計年度任用職員を除く

（令和4年度）

血中脂質検査

血圧の測定

公務災害発生件数

受診職員数

　　　　　1,203人
　（三共済組合員：633人、
　　会計年度任用職員・
　　再任用職員等：570人）

身長、体重、視力、聴力

地方公務員法第42条に定められている職員の厚生制度（職員の保健、元気回復その
他厚生に関する事項）を効率的・効果的に実施するため各共済組合が行う下記の事業に
対し助成しています。

職員の共済制度については、地方公務員等共済組合法に基づき三重県市町村職員共
済組合が、公務災害補償については地方公務員災害補償法に基づき地方公務員災害補
償基金がそれぞれ主体となり制度を実施しています。

職員の心身の健康の確保、勤務意欲及び勤務能率の増進に資することを目的とした福

利厚生事業を実施しています。
令和4年度には、次のような事業を行っています。
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１０．公平委員会の業務の状況　(期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日)

　（１）措置要求、不服申立ての件数

　　　該当なし

　（２）措置要求、不服申立ての処理状況

　　　該当なし

　（３）措置要求、不服申立ての未処理状況

　　　該当なし

　（４）措置要求、不服申立ての出訴件数、判決件数

　　　該当なし


